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①「ゲノム編集食品って何だろう？」 

小泉 望 氏（大阪府立大学生命環境科学研究科・教授） 

 
【スライド１ タイトル】 

【スライド２ ゲノム編集食品に対する態度】 

科学コミュニケーションあるいはリスクコミュニケーションの分野に長らく関わってい

ます。アンケートや複数の座談会から見えてきたことですが、多くの方が「普通の食べ

物」、「今までの食べ物」、「自然の食べ物」がいいという考えをお持ちだということが分か

ってきました。ゲノム編集技術が革新的と言われるとかえって不安に感じられるというこ

とのようです。直感的には、そういう感じ方はよく理解できます。 

一方、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワーのように馴染みの深い野菜は、全て元々

はキャベツの原種、野生種から生まれています。また、ゲノム編集を使わないでも、新た

なトマトが次々に登場しています。それらは全て人間に品種改良されて出てきます。よっ

て、何をもって「普通」とか、「今まで」とか、あるいは「自然」と言うのかは難しいで

す。その定義付けは簡単ではありません。私達が食べている物は品種改良、育種の過程を

通して、人間の手で変えられてきたということは認識しておく必要があります。 

それから、主にメディア報道の影響が大きいと思いますが、後でお話しします「オフタ

ーゲット」と関連しますが、「予期せぬ変異によって起こること」に関して不安を抱く方

が多いようです。「従来育種」でも「予期せぬ変異」はたくさん起こります。ですが、こ

れらは問題視されず、ゲノム編集の場合だけ、ことさら取り上げて議論するのはどうなの

かなと、個人的には違和感を持っています。 

 
【スライド３ 従来育種⇒遺伝子組換え⇒ゲノム編集】 

 「従来育種」、「遺伝子組換え」、「ゲノム編集」の歴史的な目で見てみます。「従来育

種」にはいろいろあり、人類が定住生活を始めた数千年前から、偶然と選択、選抜で、

様々な作物を栽培できるようにしてきました。20 世紀に入るとメンデルの法則が認識さ

れ、計画的に人工交雑が可能になり、あるいは放射線や化学物質による突然変異も使われ

るようになり、様々な品種が作られるようになり、現在に至ります。これらの技術には、

特に規制がなく、大きな論争もなく、議論もありません。１９９０年代、２０世紀紀末に

「遺伝子組換え」が登場します。「遺伝子組換え」に関しては大きな論争があり、今も続

いています。それと「従来育種」に比べて「遺伝子組換え」の場合は大きな厳しい規制が

設けられています。そして２１世紀に入り、まさに今、「ゲノム編集」が登場し、実用化

が去年の秋から始まっています。規制は、ルールが整備されましたが、多様な見方、見解

があります。 

 
【スライド４ 毒を作らないジャガイモ】 

 ジャガイモの例で、「ゲノム編集ができること」を紹介します。ジャガイモの芽には、

ソラニン、チャコニンという毒があります。ソラニンは複雑な構造で、腹痛やえぐみの原

因です。普通のジャガイモは、ソラニンを芽あるいは葉に貯めますが、ゲノム編集で、一

連の酵素反応の中で重要な役割を果たす「ＳＳＲ２」という酵素の遺伝子を働かなくし

て、ソラニンを減らすことができました。 

 
【スライド５ ソラニンおよびチャコニンの量が劇的に減少】 



「ＳＳＲ２」の遺伝子を破壊した植物では、ソラニンあるいはチャコニンの含量が減少し

ています。遺伝子を潰しているのに「ゼロ」にならないのは、「ＳＳＲ１」という、よく

似た働きをする酵素の遺伝子が残っているからです。普通に植物は成長し、イモもできま

す。ジャガイモは「４倍体」であり、染色体が普通の植物の２倍あり、全部で４セットの

遺伝子があります。それを全て働かなくすることは、ゲノム編集技術を使わなければでき

ない、いわゆる従来育種ではほぼ不可能だったとのことです。 

 
【スライド６ ＤＮＡの二本鎖切断と修復】 

 ゲノム編集技術の仕組み、ＤＮＡの二本鎖切断と修復について述べます。生物の細胞の

中には必ず２本の鎖からなるＤＮＡがあり、放射線、自然放射線により切断を受けること

があります。ＤＮＡが切断されると細胞は生きていけないので、生物はこの切られたＤＮ

Ａを修復する機構を、元々メカニズムとして備えています。そのメカニズムは、大きく２

つ「非相同末端再結合」と「相同組換え」に分かれますが、現在使われているゲノム編集

はほぼ「非相同末端再結合」に依存しています。 

ＤＮＡが２本鎖切断を受けると、再結合しようとしますが、その過程で変異が起こるこ

とがあります。１００％うまくいくとは限りません。この仕組みを利用するのがゲノム編

集です。放射線で２本鎖切断が起こるが、これはランダムに起こります。しかしゲノム編

集は、狙って特定の場所を切断できる点が違う所です。 

 
【スライド７ 人工ＤＮＡ切断酵素によるＤＮＡの二本鎖切断】 

この「ＤＮＡを狙って切断できる」のがゲノム編集の強みです。この２本鎖切断をする

「人工ＤＮＡ切断酵素」を細胞の中で働かせて特定のＤＮＡの配列を切断します。多くは

この３つ（ＺＦＮ、ＴＡＬＥＮ、ＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ９）がありますが、先ほど紹介し

たジャガイモの場合はＴＡＬＥＮ（タレン）というものを使っています。それからＣＲＩ

ＳＰＲ／Ｃａｓ９（クリスパー・キャスナイン）は２０２０年ノーベル化学賞を受賞して

いますが、この後お話があるトマトとかタイでは、この技術が使われています。よくゲノ

ム編集の説明ではハサミがＤＮＡを切っているイラストがありますが、ハサミの役割をこ

の人工ＤＮＡ切断酵素が果たします。ＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ９の場合は、Ｃａｓ９がハサ

ミです。 

 
【スライド８ 従来育種とゲノム編集とオフターゲット】 

「オフターゲット」について説明します。狙った箇所を「オンターゲット」と呼びます

が、そうではない遺伝子の場合を「オフターゲット」と呼びます。ゲノム編集ではオフタ

ーゲット変異の可能性は非常に低いがゼロではありません。ゼロではないが、これは、性

質を固定する過程で除くことができます。元の株を交配して、交雑してその子孫を見てい

くとある程度の確率で同じような遺伝子の構成をした物を取ることができます。ただ、従

来育種では必ずオフターゲットを除くわけでなく、特に問題がなければオフターゲット変

異という物を除く必要はない、と考えられます。 

 
【スライド９ 遺伝子組換え作物】 

遺伝子組換え作物について述べます。遺伝子組換え作物は１９９６年からアメリカで栽

培されています。今では世界の耕地の１０％以上で栽培されていますが、日本での商業栽

培はありません。例として、害虫抵抗性トウモロコシは、日本では年間１千万トン以上輸

入消費しています。このトウモロコシはＢｔタンパク質と呼ばれる微生物が作る殺虫性の

タンパク質の遺伝子を導入してあり、害虫はこのトウモロコシを食べて死んでしまう。よ



って、きれいな実が採れます。このＢｔタンパク質は、生物農薬として有機栽培にも使う

ことが認められていて、人畜無害であることが明らかにされています。 

 
【スライド１０ 従来育種・ゲノム編集と遺伝子組換え】 

 ＤＮＡレベルの変化を復習します。「従来育種」と「ゲノム編集」では、どちらも元々

ある遺伝子に変異が起こります。一方、「遺伝子組換え」では、多くの場合、他の生物の

遺伝子が導入されるので、遺伝子の数としては一つ増えるということになります。 

 
【スライド１１ 従来育種と遺伝子組換えとゲノム編集】 

 改めて３つの育種方法を比べます。遺伝子の変化の観点では、「従来育種」と「ゲノム

編集育種」ではその生物のＤＮＡの範囲内での変異しか起こらない。ただ、「ゲノム編

集」では効率よく狙った遺伝子に変異することができます。技術の特徴として、「従来育

種」とは長い歴史があり、今もとても重要な技術で、今後も使われていくと思います。 

遺伝子組換えは「外来遺伝子入る」ことで、ゲノム編集や従来育種ではできないことが

できるようになります。例えば、害虫抵抗性トウモロコシは、遺伝子組換えだからこそで

きることです。ただ、遺伝子組換えの場合は、安全性審査があります。一方、従来育種に

関しては安全性の観点から特に規制はなく、遺伝子組換えには厳しい規制があります。ゲ

ノム編集に関しては、事前相談、届出というルールが２０１９年秋に定められています。 

 
【スライド１２ ゲノム編集食品の取り扱いルール（事前相談／届出）】 

 ゲノム編集の取り扱いについて述べます。まず、遺伝子組換え食品の場合は、申請者が

厚生労働省に申請し、その後、食品安全委員会の審査を経て実用化に至ります。ゲノム編

集食品の場合は、申請者は厚生労働省に事前相談をおこなって、ここで厚生労働省が、

「これは遺伝子組換え食品に相当します」と言うと、安全性審査が必要となり、一方、

「遺伝子組換えではない」と言うと、いわゆる安全性審査は必要なく、届出という実用化

になります。 

しかし、届出といっても簡単ではなく、事前相談で、組換え体でないこと、安全性の評

価、オフターゲットの有無の調査などが求められます。この届出は義務ではなく、そのこ

とがしばしば議論を呼んでいます。なぜ義務でないかというと、ゲノム編集の産物は、従

来育種の産物と本質的に違いがないことから、リスクも違いがあるとは考えられません。

さらに見分けがつかないということです。よって、規制対象にもできないということにな

ります。「従来育種と同じなのだったら、取り扱いルールを設けなければいい」という意

見もありますが、この仕組みは、ゲノム編集に懸念を持たれる消費者の方への配慮だと認

識しています。この後お話されるサナテックシードさん、リージョナルフィッシュさんも

届出をしています。 

「表示」も義務ではありません。義務でない理由は、やはり従来育種の物と区別がつか

ないからです。従来、「流通過程を全て記録したらいいじゃないか」という声もあります

が、コストも含めて、現実的ではないと思います。とはいうものの、消費者の中には、選

択のために表示を求める声があることも事実で、サナテックシードさん、リージョナルフ

ィッシュさんは、それぞれ積極的に情報提供をされていると伺っています。 


